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(54)【発明の名称】 超音波観察装置

(57)【要約】
【課題】超音波断層像のオリエンテーション付けを容易
に行える超音波観察装置を提供すること。
【解決手段】位置補正量演算回路４２にはコイル２４か
らの電気信号と、エンコーダ３２からのモータ３３の回
転情報と、基準位置信号発振器６の位置を表す位置情報
とが入力され、それらを基に、超音波振動子２３及びコ
イル２４が基準位置信号発振器６の方向を向いたときの
モータ３３の回転位置を算出する一方、その算出情報を
画像方向調整回路４３を介して超音波画像生成回路４１
に出力する。出力信号が超音波画像生成回路４１に入力
されると、超音波振動子２３からの電気信号とエンコー
ダ３２からのモータ回転情報とを基に超音波断層像を生
成する。画像方向調整回路４３からの情報を基に、超音
波画像上における基準位置信号発振器６の方向が予め決
められた向きである画面上方になるように超音波画像の
向きが調整された映像信号がモニタ５に出力される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  体腔内に挿入される挿入部と、
この挿入部の先端部に設けられ、体腔内で超音波を送受
信する超音波振動子と、
所定の位置に配置され、基準方位を示すためのエネルギ
ーを発生する基準位置発生手段と、
この基準位置発生手段から発せられたエネルギーを検出
する、所定位置に配置されるエネルギー検出手段と、
このエネルギー検出手段からの検出結果に基づき、前記
基準位置発生手段の位置する方向を算出する基準位置算
出手段と、
前記超音波振動子が超音波を送受信して得られた出力信
号から超音波断層像を生成する超音波画像生成手段と、
この超音波画像生成手段で生成した超音波画像上に、前
記基準位置発生手段の位置する方向を示す指標を表示さ
せる基準位置表示手段と、
を具備することを特徴とする超音波観察装置。
【請求項２】  体腔内に挿入される挿入部と、
この挿入部の先端部に設けられ、体腔内で超音波を送受
信する超音波振動子と、
所定の位置に配置され、基準方位を示すためのエネルギ
ーを発生する基準位置発生手段と、
この基準位置発生手段から発せられたエネルギーを検出
する、所定位置に配置されるエネルギー検出手段と、
このエネルギー検出手段からの検出結果に基づき、前記
基準位置発生手段の位置する方向を算出する基準位置算
出手段と、
前記超音波振動子が超音波を送受信して得られた出力信
号から超音波断層像を生成する超音波画像生成手段と、
この超音波画像生成手段で生成した超音波画像の表示方
向を、前記基準位置発生手段の位置する方向が常に画面
上の一意の方向になるよう表示向きを調整する画像方向
調整手段と、を具備することを特徴とする超音波観察装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、消化管、気管支、
尿路等、体腔内の超音波観察を行う超音波観察装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】近年、体腔内に挿入される内視鏡挿入部
の先端側に超音波探触子を設けた超音波内視鏡や、直腸
へ挿入して超音波観察を行うための直腸プローブ等、体
腔内走査型の超音波プローブが医学的診断に用いられて
いる。
【０００３】このような超音波プローブで超音波観察を
行う場合、超音波断層像と体腔内の位置関係とを把握す
るオリエンテーション付けが重要である。通常、術者
は、このオリエンテーション付けを、併用して使用され
る内視鏡の内視鏡画像や、超音波断層像で得られる観察
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目的部位とともに描出される目的部位周辺の臓器や血管
等の位置から判断するようにしていた。そして、術者は
オリエンテーション付けを行った後、超音波画像が慣例
にしたがって、体前面側が上側になってモニタ画面上に
表示されるように手元操作して超音波プローブの位置を
変更させていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、モニタ
画面上に、体前面が上側になるように超音波画像を表示
させるために行う超音波プローブの手元操作は、術者に
とって煩雑な作業の１つであった。
【０００５】また、内視鏡画像、或いは超音波断層像を
観察してオリエンテーション付けを行えるようになるに
は、それぞれの観察画像から確実に情報を読み取れるだ
けの習熟が必要である。このため、経験の浅い術者では
容易に超音波断層像のオリエンテーション付けを行えな
いという問題があった。
【０００６】さらに、内視鏡画像と併用できない末梢気
管支や胆管・膵管、上部尿路等の超音波観察において
は、初心者でなくとも超音波断層像のオリエンテーショ
ン付けが難しく、検査までに時間がかかるという問題が
あった。
【０００７】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あり、超音波断層像のオリエンテーション付けを容易に
行える超音波観察装置を提供することを目的にしてい
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１に記載
の超音波観察装置は、体腔内に挿入される挿入部と、こ
の挿入部の先端部に設けられ、体腔内で超音波を送受信
する超音波振動子と、所定の位置に配置され、基準方位
を示すためのエネルギーを発生する基準位置発生手段
と、この基準位置発生手段から発せられたエネルギーを
検出する、所定位置に配置されるエネルギー検出手段
と、このエネルギー検出手段からの検出結果に基づき、
前記基準位置発生手段の位置する方向を算出する基準位
置算出手段と、前記超音波振動子が超音波を送受信して
得られた出力信号から超音波断層像を生成する超音波画
像生成手段と、この超音波画像生成手段で生成した超音
波画像上に、前記基準位置発生手段の位置する方向を示
す指標を表示させる基準位置表示手段とを具備してい
る。
【０００９】一方、請求項２に記載の超音波観測装置
は、体腔内に挿入される挿入部と、この挿入部の先端部
に設けられ、体腔内で超音波を送受信する超音波振動子
と、所定の位置に配置され、基準方位を示すためのエネ
ルギーを発生する基準位置発生手段と、この基準位置発
生手段から発せられたエネルギーを検出する、所定位置
に配置されるエネルギー検出手段と、このエネルギー検
出手段からの検出結果に基づき、前記基準位置発生手段
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の位置する方向を算出する基準位置算出手段と、前記超
音波振動子が超音波を送受信して得られた出力信号から
超音波断層像を生成する超音波画像生成手段と、この超
音波画像生成手段で生成した超音波画像の表示方向を、
前記基準位置発生手段の位置する方向が常に画面上の一
意の方向になるよう表示向きを調整する画像方向調整手
段とを具備している。
【００１０】この請求項１に記載の超音波観察装置の構
成によれば、超音波画像上で基準位置発生手段の位置の
把握を行える。したがって、基準位置発生手段を体前面
方向に位置させるように超音波画像を表示させるように
常に手元操作することにより、超音波画像の体前面が画
面上の上側になって表示される。
【００１１】また、請求項２に記載の超音波観察装置の
構成によれば、常に、基準位置発生手段の位置する方向
が、画面上の例えば上方向になるように超音波画像の向
きを調整することによって、画面上側に超音波画像の体
前面方向が表示される。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。図１ないし図５は本発明の一実施
形態に係り、図１は内視鏡用超音波プローブシステムの
構成を説明する図、図２は位置信号検出器の構成を説明
する模式図、図３は超音波プローブの先端部を説明する
拡大図、図４は内視鏡用超音波プローブシステムの構成
を説明するブロック図、図５は磁束密度の変化に応じて
コイルから出力される電気信号と、基準位置信号発振器
及びコイルの関係を説明する図である。
【００１３】図１に示す本実施形態の超音波観察装置
は、内視鏡用超音波プローブシステム１０である。図に
示すように内視鏡用超音波プローブシステム１０は、体
腔内に挿通される挿入部１ａを有する内視鏡１と、この
内視鏡１に設けられた図示しない鉗子チャンネルを通し
て体腔内に挿入可能な挿入部２ａの先端部付近に後述す
る超音波振動子を内蔵した超音波プローブ２と、この超
音波プローブ２へ駆動力を供給する駆動部３と、前記超
音波振動子から伝送される出力信号である電気信号を、
超音波断層像を得る画像信号に生成する超音波画像生成
手段を備えた超音波観測装置４と、この超音波観測装置
４で生成された画像信号を表示する表示装置であるモニ
タ５と、前記超音波プローブ２に対して所定位置である
体前面側に配置されて基準方位を示すエネルギーである
例えば磁場を発生する基準位置発生手段である基準位置
信号発振器６とで主に構成されている。
【００１４】なお、本図においては前記基準位置信号発
振器６を、患者の体前面に置いた状態を示しているが、
この基準位置信号発振器６を図示しないアーム装置等で
ベッド７上の所定位置に配置固定して、体前面から所定
距離、離れた状態に設置することが望ましい。
【００１５】図２に示すように前記基準位置信号発振器
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６は、患者に対向させる面側にマーキング部６１が設け
られている。この基準位置信号発振器６の内部には永久
磁石６２が配置されており、この永久磁石６２の例えば
Ｎ極側をマーキング部６１側に配置させている。
【００１６】なお、前記基準位置信号発振器６の底面及
び側面は平面部６３として形成されている。また、前記
永久磁石６２のＮ極とＳ極との向きは逆向きであっても
よい。さらに、前記永久磁石６２の代わりに電磁石を配
置する構成であってもよく、そのときには測定時若しく
は超音波画像の位置補正時にのみ、通電を行える構成に
する。
【００１７】図３に示すように前記超音波プローブ２の
挿入部２ａには挿入部全体を覆う軟性なシース２０が設
けられている。このシース２０の素材は、ポリエチレ
ン、ポリエーテルブロックアミド、ポリウレタン、ポリ
メチルペンテンなど超音波透過性を有する樹脂素材であ
る。
【００１８】前記シース２０内には前記駆動部３によっ
て回転駆動されるフレキシブルシャフト２１が基端側か
ら先端部まで延在しており、このフレキシブルシャフト
２１の先端部にはハウジング２２が固設されている。こ
のハウジング２２には前記超音波振動子２３及び前記基
準位置信号発振器６から発せられたエネルギーを検出す
るエネルギー検出手段となるコイル２４が前記超音波振
動子近傍の所定位置に固設されている。
【００１９】また、前記シース２０内には超音波媒体２
５が充満されている。この超音波媒体２５は、流動パラ
フィン、蒸留水、カルボキシルメチルセルロース水溶液
など、超音波減衰の比較的少ない液体である。
【００２０】さらに、前記フレキシブルシャフト２１内
には第１同軸ケーブル２６ａ及び第２同軸ケーブル２６
ｂが挿通している。前記第１同軸ケーブル２６ａは、前
記超音波振動子２３に電気的に接続され、前記第２同軸
ケーブル２６ｂは前記コイル２４に電気的に接続されて
いる。
【００２１】なお、前記超音波振動子２３のＧＮＤ側へ
の配線はハウジング２２を経由して行われている。この
ため、超音波振動子２３のＧＮＤとハウジング２２とが
導線２７にて電気的に接続されている。
【００２２】図４に示す駆動部３には回転駆動力を発生
させるモータ３３が配置されており、このモータ３３の
回点駆動力によって前記フレキシブルシャフト２１が回
転する。そして、このフレキシブルシャフト２１が回転
することによって、先端部に配置されているハウジング
２２が回転し、このハウジング２２に固設されている超
音波振動子２３及びコイル２４が回転する。
【００２３】このとき、前記超音波振動子２３からは観
察部位に向けて超音波が送信されるとともに、この超音
波振動子２３で観察部位近傍で反射した超音波が受信さ
れる。そして、この超音波振動子２３で受信された超音
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波は、出力信号として出力され、例えば駆動部３内に配
置された振動子用アンプ３１によって増幅された後、前
記超音波観測装置４の超音波画像生成手段である超音波
画像生成回路４１に伝送される。
【００２４】また、前記モータ３３に設けられているエ
ンコーダ３２からは、前記フレキシブルシャフト２１を
回転させるモータ３３の回転情報が前記超音波観測装置
４の超音波画像生成回路４１及び後述する段である位置
補正量演算回路４２へ出力される。
【００２５】一方、患者の体前面の所定位置に配置され
た基準位置信号発振器６から発生する磁場は、患者の内
腔に挿入されている超音波プローブ２の先端部まで到達
して、回転するコイル２４付近を通過する。このとき、
前記磁場が回転しているコイル２４の内側を通過するこ
とにより、磁束密度が回転に伴って変化し、このコイル
２４から磁束密度の変化に応じた検知信号である図５に
示す電気信号が出力される。そして、このコイル２４か
ら出力された電気信号は、駆動部３内部のコイル用アン
プ３４で増幅され、前記位置補正量演算回路４２へ出力
される。
【００２６】なお、前記超音波観測装置４には前記基準
位置信号発振器６の位置を入力する図示しない入力装置
が備えられており、この入力装置によって、基準位置信
号発振器６の例えばベッドに対する位置情報を入力する
と、その位置情報が位置補正量演算回路４２に取り込ま
れる。
【００２７】つまり、前記位置補正量演算回路４２には
前記コイル２４から出力される電気信号と、前記エンコ
ーダ３２から出力されるモータ３３の回転情報と、術者
によって入力された基準位置信号発振器６の位置を表す
位置情報とが入力され、それらの情報を基に、前記超音
波振動子２３及びコイル２４が基準位置信号発振器６の
方向を向いたときのモータ３３の回転位置を算出する一
方、その算出情報を画像方向調整手段である画像方向調
整回路４３を介して超音波画像生成回路４１に出力す
る。
【００２８】このことによって、位置補正量演算回路４
２から画像方向調整回路４３を介して出力された出力信
号が前記超音波画像生成回路４１に入力されると、前記
超音波振動子２３からの電気信号とエンコーダ３２から
のモータ回転情報とを基に超音波断層像を生成する。ま
た、前記画像方向調整回路４３からの情報を基に、超音
波画像上における基準位置信号発振器６の方向が予め決
められた向きである、例えば画面上の上方、になるよう
に超音波画像の向きが調整された映像信号がモニタ５に
出力される。このことによって、モニタ５の画面上に表
示される超音波画像は、常に、画面上側が体前面側にな
る。
【００２９】このように、所定位置に磁場を発生させる
基準位置信号発振器を配置する一方、超音波プローブの
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先端部に配置された超音波振動子近傍に位置信号検出器
であるコイルを配置させ、位置補正量演算回路にコイル
から出力される電気信号と、エンコーダからのモータの
回転情報と、術者によって入力された基準位置信号発振
器の位置情報とを入力させることによって、モニタの画
面上に表示される超音波画像の上下方向を、体前面を上
側にして表示させることができる。このことによって、
簡便な操作で、オリエンテーション付けを容易に行え、
検査時間を大幅に短縮することができる。
【００３０】なお、本実施形態では、画像方向調整回路
で超音波画像の向きを自動的に所望の方向に調整する構
成を示したが、この画像方向調整回路の代わりに基準位
置表示手段としてスーパーインポーズ回路を設けて、超
音波画像上に基準位置信号発振器６の配置されている方
向を告知する指標を表示させるようにしてもよい。この
ことによって、モニタの画面上に表示される超音波画像
の指標を確認して体前面方向を瞬時に把握することがで
きる。
【００３１】また、前記超音波画像の向きの確認を、術
者が望む時（例えば、術者が補正動作作動スイッチ（不
図示）を押している間等）にだけ行う形態にしてもよ
い。
【００３２】図６は超音波内視鏡への応用例を説明する
図である。図に示すように超音波観察装置を構成する超
音波内視鏡８の先端部に設けられる先端キャップ５１内
に位置信号検出器であるコイル５０を設ける構成にして
もよい。
【００３３】つまり、図示しない対物レンズ、照明レン
ズ、鉗子チャンネル開口等を設けた先端部本体５２の先
端側に取り付けた先端キャップ５１の内部に超音波媒体
５３とともに超音波振動子５４が固設されたホルダ５５
を設け、このホルダ５５の前記超音波振動子５４が配置
されている面の裏面である反超音波放射面側にコイル５
０を固定している。
【００３４】なお、前記ホルダ５５にはシャフト５６が
一体的に設けられており、このシャフト５６の基端部に
図示しない例えばモータによって回転するフレキシブル
シャフト２１の先端部が連結固定されている。また、前
記超音波振動子５４及びコイル５０にはシャフト５６内
部を挿通する図示しない第１同軸ケーブル及び第２同軸
ケーブルが電気的に接続されている。また、先端部本体
５２とシャフト５６との間には超音波媒体５３の漏出を
防止するＯリング５７が配置されている。
【００３５】このように、超音波内視鏡を構成する先端
キャップ内に配置されるホルダの所定位置に位置信号検
出器であるコイルを設けることによって、超音波画像に
おける体前面方向を瞬時に把握して、オリエンテーショ
ン付けが容易となり、検査時間を短縮することができ
る。
【００３６】なお、超音波内視鏡の場合には内視鏡画像



(5) 特開２００３－１０１８５

10

20

30

40

50

7
と超音波画像の上下方向とが一致しているので、上述し
た実施形態の超音波プローブに比べてオリエンテーショ
ン付けは容易であるが、例えば、胃内に水を溜めて超音
波走査を行う場合などでは分泌液で水が濁ってしまうた
め、内視鏡の視野を十分に確保するためには水の供給及
び排出を行うなど煩雑な操作が必要であった。このた
め、超音波画像だけでオリエンテーション付けを行える
ことにより検査時間の短縮になる。
【００３７】図７はミラー反射型セクタスキャンプロー
ブへの応用例を説明する図である。図に示すように超音
波観察装置を構成するミラー反射型セクタスキャンプロ
ーブ９の先端キャップ７１内に位置信号検出器であるコ
イル７０を設ける構成にしてもよい。
【００３８】つまり、ミラー反射型セクタスキャンプロ
ーブ９の先端部を構成する先端部本体７２の先端側に前
記先端キャップ７１を取り付け、その内部に超音波媒体
７３とともに超音波振動子７４及びミラー７５を配置し
ている。
【００３９】前記超音波振動子７４は、先端部本体７２
に固定されたホルダ７６に固定保持されており、この超
音波振動子７４には第１同軸ケーブル７４ａが配線され
ている。
【００４０】一方、前記ミラー７５のミラー面７５ａ
は、前記超音波振動子７４に対して略４５度傾いて配置
されている。また、このミラー７５は、前記超音波振動
子７４の音響放射軸回りに回転可能に構成されており、
このミラー７５内部の所定位置に前記コイル７０が配置
されている。このコイル７０にはスリップリング７７を
介して第２同軸ケーブル７５ｂが配線されている。
【００４１】前記ミラー７５は、第１傘歯車７８ａに固
設されている。この第１傘歯車７８ａには第２傘歯車７
８ｂが噛合しており、この第２傘歯車７８ｂに連結され
たシャフト７９の基端部には図示しないフレキシブルシ
ャフトの先端部が連結固定されている。また、先端部本
体７２とシャフト７９との間にＯリング５７を配置させ
て超音波媒体７３の漏出を防止している。
【００４２】なお、前記先端部本体７２には図示しない
対物レンズ、照明レンズ、鉗子チャンネル開口などが設
けられている。
【００４３】この構成により、上述した実施形態と同様
の作用及び効果を得ることができる。
【００４４】図８ないし図１０は本発明の第２実施形態
に係り、図８は超音波プローブの先端部の他の構成を説
明する拡大図、図９は位置信号発振器を説明する図、図
１０は位置信号受信素子からから出力される電気信号
と、位置信号発振素子及び位置信号受信素子の位置関係
を説明する図である。
【００４５】本実施形態においてはシステム全体の構成
は図１に示す通りであり、基準方位を示すエネルギーで
ある磁場を発生する基準位置信号発振器６の代わりに、
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基準方位を示すエネルギーとして超音波を発生する基準
位置信号発信器（図９参照）６Ａを配置する一方、超音
波プローブ２Ａの超音波振動子２３の近傍に前記コイル
２４の代わりに位置信号受信素子８１を配置し、この位
置信号受信素子８１に第２同軸ケーブル２６ｂを配線し
ている。その他の超音波プローブ２Ａの構成は前記第１
実施形態と同様であり、同部材には同符合を付して説明
を省略する。
【００４６】なお、前記位置信号受信素子８１は、前記
超音波振動子２３とほぼ同じ構造であるが、その固有周
波数が超音波振動子２３と大きく異なるものであり、通
常は前記超音波振動子２３より低周波側のものである。
また、基準位置信号発振器６Ａは、図示しないベルト若
しくはテープなどで患者体表に密着固定される。
【００４７】図９に示すように基準位置信号発振器６Ａ
は、基準位置信号を発信する発信部８２を有している。
この発信部８２は、一般的な超音波変換器と同様に音響
整合層８３と圧電素子８４とで構成されており、この発
信部８２の固有周波数と前記位置信号受信素子８１とが
略同じ値となるような音響整合層８３及び圧電素子８４
を用いている。また、基準位置信号発振器６Ａは、アン
プ基板８５を内蔵しており、信号線８６ａ，８６ｂによ
って圧電素子８４及び図示しない電源装置と電気的に接
続されている。
【００４８】本実施形態においては、第１実施形態と同
様にモータ３３からの回転駆動力によってフレキシブル
シャフト２１が回転することによって、ハウジング２２
に固設されている超音波振動子２３及び位置信号受信素
子８１が回転する。このとき、超音波振動子２３から観
察部位に向けて超音波が送信されるとともに、この超音
波振動子２３で観察部位近傍で反射した超音波が受信さ
れる。
【００４９】このとき、基準位置信号発振器６Ａから
は、前記超音波振動子２３で発信又は受信している超音
波と周波数の異なる超音波が発信される。この超音波
は、患者の内腔に挿入された超音波プローブ２Ａの先端
部まで達し、周波数が異なることにより超音波振動子２
３では受信されず、位置信号受信素子８１でのみ受信さ
れる。そして、回転する位置信号受信素子８１は、基準
位置信号発振器６Ａが発した超音波を受信して図１０に
示すような検知信号である出力信号を出力する。
【００５０】本実施形態の位置補正量演算回路４２で
は、位置信号受信素子８１からの出力信号と、エンコー
ダ３２からのモータ３３の回転情報、術者から入力され
た基準位置信号発振器６Ａの位置情報とを基に、超音波
プローブ２Ａの超音波振動子２３及び位置信号受信素子
８１が基準位置信号発振器６Ａの方向を向いたときのモ
ータ３３の回転位置を算出する一方、その算出情報を前
記画像方向調整回路４３を介して超音波画像生成回路４
１に出力する。
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【００５１】すると、前記第１実施形態と同様にモニタ
５の画面上に表示される超音波画像は、常に、画面上側
が体前面側になる。
【００５２】このように、基準方位を示すエネルギーを
磁場から超音波に代えても、同様の作用及び効果を得る
ことができる。
【００５３】なお、本実施形態においては超音波プロー
ブ２Ａ側に位置信号受信素子８１を設け、患者体表に基
準位置信号発振器６Ａを配置させる構成を示したが、基
準位置信号発信器を基準位置信号発信素子として超音波
プローブ２Ａ側に設け、位置信号受信素子を患者体表に
配置させる位置信号受信器として構成してもよい。
【００５４】このとき、前記基準位置信号発振器６Ａを
基準位置信号受信素子にする場合には、アンプ基板８５
から延出する信号線８６ｂを超音波観測装置４に接続す
る。
【００５５】そして、超音波振動子２３及び基準位置信
号発信素子を回転させて、観察部位に向けてそれぞれ異
なる周波数の超音波を発信させ、反射した超音波を超音
波振動子２３で受信する。このとき、基準位置信号発信
素子から発信された超音波については周波数が異なるた
め超音波振動子２３では受信されることはない。一方、
位置信号受信器では、位置信号発信素子から発信された
超音波を受信して前記図１０に示した検出信号を位置補
正量演算回路４２に出力する。このことによって、上述
の実施形態と同様の作用及び効果を得ることができる。
【００５６】また、前記超音波振動子２３から発せられ
る超音波が体表まで達する条件のものである場合には、
前記位置信号発信素子を廃止して、この超音波振動子２
３に超音波画像生成の機能とともに位置信号発生素子と
しての機能を兼ねさせる構成にしても上述の実施形態と
同様の作用及び効果を得られる。
【００５７】図１１ないし図１３は本発明の第３実施形
態に係り、図１１は電子スキャン式の超音波プローブの
先端部の構成を説明する図、図１２は素子の配列を説明
する図、図１３は各素子の出力を示す図である。
【００５８】図１１に示すように本実施形態の内視鏡用
超音波プローブシステム１０を構成する超音波プローブ
２Ｂは、挿入部２ａの先端部付近に小さな振動子を挿入
部周りに３６０°配列した電子スキャン方式の超音波振
動子アレイ９１を配置するとともに、この超音波振動子
アレイ９１の基端側に、前記超音波振動子アレイ９１同
様に小さな受信素子を配列して形成した位置信号受信ア
レイ９２を配置している。
【００５９】超音波振動子アレイ９１及び位置信号受信
アレイ９２には素子数と略同数の同軸ケーブル束からな
る第１ケーブル９３ａ及び第２ケーブル９３ｂが配線さ
れている。この第１ケーブル９３ａの基端側は、前記振
動子用アンプ３１を介して超音波画像生成回路４１に含
まれる振動子制御回路（不図示）に接続されている。
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【００６０】一方、前記第２ケーブル９３ｂの基端側
は、前記コイル用アンプ３４を介して位置補正量演算回
路４２に接続されている。そして、本構成におけるブロ
ック図は、前記図４からエンコーダ３２及びモータ３３
を除いた構成である。
【００６１】前記振動子制御回路から出力される信号に
応じて超音波振動子アレイ９１を構成する振動子が逐次
超音波を送受信し、受信信号を基に超音波画像生成回路
４１では超音波画像を構築する。
【００６２】前記基準位置信号発振器６Ａは、前記超音
波振動子アレイ９１で発信／受信している超音波とは周
波数の異なる超音波を発信し、この超音波は患者の内腔
に挿入された超音波プローブ２の先端部まで達する。し
かし、超音波振動子アレイ９１で発信／受信されている
超音波と、周波数が異なるため超音波振動子アレイ９１
では受信されることはない。
【００６３】前記位置信号受信アレイ９２を構成する受
信素子のうち、前記基準位置信号発振器６Ａ側に向いて
いる素子では、前記基準位置信号発振器６Ａから発信さ
れた超音波を受信して検出信号を出力する。このとき、
各受信素子からは前記基準位置信号発振器６Ａとの角度
差に応じた異なった大きさの検出信号が出力される。つ
まり、最も正面に配置されている受信素子から最も大き
な検出信号が出力される。
【００６４】そして、前記位置補正量演算回路４２で各
受信素子からの出力信号を基に基準位置信号発振器６Ａ
の位置する方向を算出し、その算出情報を超音波画像生
成回路４１に送る。
【００６５】具体的に、前記位置信号受信アレイ９２を
構成する各素子が図１２に示すように素子ａから素子ｈ
まで配列されている場合、前記各素子ａないし素子ｈか
ら図１３に示すような出力値が得られたとすると、位置
補正量演算回路４２では図１２における素子ｂと素子ｃ
との間の上位置に基準位置信号発振器６Ａがあることを
算出する一方、その算出情報を前記画像方向調整回路４
３を介して超音波画像生成回路４１に出力する。
【００６６】すると、詳述した実施形態と同様にモニタ
５の画面上に表示される超音波画像は、常に、画面上側
が体前面側になる。
【００６７】このように、機械式で走査される超音波振
動子を配置して構成した超音波プローブに代えて、小さ
な振動子を挿入部周りに３６０°配列した電子スキャン
方式の超音波振動子アレイを配置した超音波プローブに
おいても、同様の作用及び効果を得ることができる。
【００６８】なお、本発明は、以上述べた実施形態のみ
に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々変形実施可能である。
【００６９】［付記］以上詳述したような本発明の前記
実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
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【００７０】（１）  体腔内に挿入される挿入部と、こ
の挿入部の先端部に設けられ、体腔内で超音波を送受信
する超音波振動子と、所定の位置に配置され、基準方位
を示すためのエネルギーを発生する基準位置発生手段
と、この基準位置発生手段から発せられたエネルギーを
検出する、所定位置に配置されるエネルギー検出手段
と、このエネルギー検出手段からの検出結果に基づき、
前記基準位置発生手段の位置する方向を算出する基準位
置算出手段と、前記超音波振動子が超音波を送受信して
得られた出力信号から超音波断層像を生成する超音波画
像生成手段と、この超音波画像生成手段で生成した超音
波画像上に、前記基準位置発生手段の位置する方向を示
す指標を表示させる基準位置表示手段と、を具備する超
音波観察装置。
【００７１】（２）  体腔内に挿入される挿入部と、こ
の挿入部の先端部に設けられ、体腔内で超音波を送受信
する超音波振動子と、所定の位置に配置され、基準方位
を示すためのエネルギーを発生する基準位置発生手段
と、この基準位置発生手段から発せられたエネルギーを
検出する、所定位置に配置されるエネルギー検出手段
と、このエネルギー検出手段からの検出結果に基づき、
前記基準位置発生手段の位置する方向を算出する基準位
置算出手段と、前記超音波振動子が超音波を送受信して
得られた出力信号から超音波断層像を生成する超音波画
像生成手段と、この超音波画像生成手段で生成した超音
波画像の表示方向を、前記基準位置発生手段の位置する
方向が常に画面上の一意の方向になるよう表示向きを調
整する画像方向調整手段と、を具備する超音波観察装
置。
【００７２】（３）前記基準位置発生手段を前記超音波
振動子近傍に設けるとともに、前記エネルギー検出手段
を前記超音波振動子に対して所定の位置に設置した付記
１又は付記２に記載の超音波観察装置。
【００７３】（４）前記基準位置発生手段から発生され
るエネルギーが磁場であるとき、前記エネルギー検出手
段はコイルを有する付記１又は付記２記載の超音波観察
装置。
【００７４】（５）前記基準位置発生手段から発生され
るエネルギーが電磁波であるとき、前記エネルギー検出
手段はコイルアンテナを有する付記１又は付記２記載の
超音波観察装置。
【００７５】（６）前記基準位置発生手段から発生され
るエネルギーが前記超音波振動子と周波数の異なる超音
波であるとき、前記エネルギー検出手段は超音波受信素
子を有する付記１又は付記２記載の超音波観察装置。
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【００７６】（７）前記超音波振動子は機械的に走査さ
れる付記１又は付記２記載の超音波観察装置。
【００７７】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、超
音波断層像のオリエンテーション付けを容易に行える超
音波観察装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１ないし図５は本発明の一実施形態に係り、
図１は内視鏡用超音波プローブシステムの構成を説明す
る図
【図２】位置信号検出器の構成を説明する模式図
【図３】超音波プローブの先端部を説明する拡大図
【図４】内視鏡用超音波プローブシステムの構成を説明
するブロック図
【図５】磁束密度の変化に応じてコイルから出力される
電気信号と、基準位置信号発振器及びコイルの関係を説
明する図
【図６】超音波内視鏡への応用例を説明する図
【図７】ミラー反射型セクタスキャンプローブへの応用
例を説明する図
【図８】図８ないし図１０は本発明の第２実施形態に係
り、図８は超音波プローブの先端部の他の構成を説明す
る拡大図
【図９】位置信号発振器を説明する図
【図１０】位置信号受信素子からから出力される電気信
号と、位置信号発振素子及び位置信号受信素子の位置関
係を説明する図
【図１１】図１１ないし図１３は本発明の第３実施形態
に係り、図１１は電子スキャン式の超音波プローブの先
端部の構成を説明する図
【図１２】素子の配列を説明する図
【図１３】各素子の出力を示す図
【符号の説明】
２…超音波プローブ
３…駆動部
４…観測装置
１０…内視鏡用超音波プローブシステム
２３…超音波振動子
２４…コイル
３２…エンコーダ
３３…モータ
４１…超音波画像生成回路
４２…位置補正量演算回路
４３…画像方向調整回路
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